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１．要 旨 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、当市の空家の実情に応じた空家等対

策を効果的に実施するため、「東大和市空家等対策計画」を策定したので報告するものである。 

 

（１）主な内容 

①計画の構成 

第１章 計画の目的と位置付け等 

第２章 空家等の現状 

第３章 空家等対策の基本的な方針 

第４章 具体的な対策 

第５章 施策の推進に向けて 

②計画期間 

令和５年度から令和１４年度まで（１０年間） 

 

（２）影響及び効果 

計画に位置付けた「基本方針１ 住まいの適切な管理の促進」及び「基本方針２ 空家等

の適切な流通・利活用の促進」に即した空家等対策を実施することにより、「良質な住環境

づくり」に寄与することができる。 

２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

令和４年 ３月 「東大和市空家等対策の基本的な方針（案）」の策定 

５月 第２回東大和市空家等対策計画策定懇談会の開催 

８月 「東大和市空家等対策計画（案）」の作成 

９月 市議会議員全員協議会で説明 

 パブリックコメントの実施（９月６日～１０月５日） 

１１月 第３回東大和市空家等対策計画策定懇談会の開催 

１２月 市長決裁により計画策定 

３．留意事項（問題点等） 

 

４．主管部処理案（検討結果等） 

庁議終了後、市議会議員への計画書の配布、市報及び公式ホームペ－ジでの周知に

向けた手続きを進める。 

５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


